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この冊子に関する問い合わせ先 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

直通電話 046(260)5311 

F  A  X 046(264)6105 

電子申請:https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142131-u/offer/offerList_detail?tempSeq=24101 

※可能な限り、FAX、電子申請によりご連絡くださいますようお願いいたします。 
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公募入札による自動販売機設置  入札案内書 

 

１．趣 旨 

 

大和市では、市内の公共施設に設置されている自動販売機に関して、自動販売機設置事業者

（以下設置事業者という。）を募集し、一般競争入札によって決定します。入札に参加を希望

される場合は、本書を熟読し、十分にご検討のうえ、参加ください。 

なお、自動販売機設置場所の貸付及び行政財産の目的外使用に係る諸条件は関係法令に定め

るもののほか、本書によるものとします。 

 

  ２．設置物件 

 

合計２２台の自動販売機の設置に関する入札を１２回に分けて実施します。 

入札ごとにそれぞれ、設置場所、設置台数、設置条件等が異なりますので、本書をよくお読み

頂き、現地の状況をご確認頂き、入札金額の検討をしてください。 

 

 また、設置事業者は、１２回の入札に全て申込をすることが出来ます。今回の入札に関しま

しては、事業者の入札数の制限はございません。 

 

 

３．日 程 

 

日程は次のとおりです。また、１２回の入札及び開札の場所及び時間の詳細は別紙のとおりで

す。 

１）入札案内書の配布 令和８年２月２日（月）から 

２）参加申込受付   令和８年２月２日（月）から２月１２日（木）まで 

３）入札及び開札   令和８年２月２４日（火） 

※日付ごとの対象物件は入札実施の日程（３５ページ）参照 

４）財産使用申請書又は財産借受申出書の提出期限 

         令和８年３月６日（金）まで 

 

  ４．入札参加資格 

 

１）次の全てを満たしている個人又は法人は、入札に参加することができます。 

①個人の場合は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により大和市の住民

基本台帳に記録されていること、法人の場合は、神奈川県内に本店、支店又は営業所を

有していること。 

②自動販売機の設置業務（自ら管理及び運営するものに限る。）について、３年以上の実

  ４．入札参加資格 

  １．趣 旨 

  ２．設置物件 

  ３．日 程 
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績を有していること。 

③大和市一般競争参加停止及び指名停止等措置要領に基づき、公告の日から落札決定まで

において、停止措置処分を受けていないこと。 

④会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされてい

ない者であること。 

⑤法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免許を

有していること。 

⑥国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がないこと。 

⑦入札に係る契約等を締結する能力を有しない者（未成年者、成年被後見人、被保佐人、

被補助人等）又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

⑧大和市暴力団排除条例（平成２３年大和市条例第４号）第２条第２号に掲げる暴力団、

同条第４号に掲げる暴力団員等若しくは同条第５号に掲げる暴力団経営支配法人等又

は同条第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。 

⑨大和市が締結する契約において、次のいずれかに該当する者でないこと（その事実があ

った後２年間とし、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用

する者も同様とする。）。 

ア．契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正な行為をした者 

イ．競争入札又はせり売りにおいて、その公平な執行を妨げた者又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ．落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

エ．地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又

は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

オ．正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

カ．ア．からオ．までのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約

の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

⑩大和市で実施する公募入札による自動販売機の設置実績がある場合は、当該公募入札の

同一年度及び前年度に設置者の都合による契約解除をしていないこと。 

⑪地方自治法、大和市公有財産規則（昭和４５年大和市規則第１２号）及び大和市契約規

則（昭和５５年大和市規則第３８号）を理解し、関係法令を遵守した上で本書に示す業

務を履行できること。 
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  ５．自動販売機の設置条件 

 

１）許可等の形態と許可等の期間 

自動販売機の設置に関する許可等の形態は、設置場所の性質により次の３種類となります。 

また、設置開始はいずれも令和８年４月１日とします。 

① 都市公園に関して 

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条第１項の規定に基づく「許可」 

許可期間は当該年度内（ただし、５年間の範囲で更新可能） 

② 都市公園以外の公園に関して  

地方自治法第２３８条の４第７項の規定に基づく「行政財産の目的外使用許可」 

許可期間は当該年度内（ただし、５年間の範囲で更新可能） 

③ それ以外の公共施設に関して 

地方自治法第２３８条の４第２項第４号の規定に基づく「行政財産の貸付」 

貸付期間は５年間 

 

２）貸付料又は使用料 

貸付料又は使用料は、入札によって決定した額とします。 

①貸付料（行政財産の貸付） 

貸付料は、自動販売機の売上金額に貸付料率の割合を乗じて得た金額（小数点第２位未

満は切捨て）に別途消費税及び地方消費税相当額を加算した額とします。最低貸付料率

は２０％とします。設置業者は、売上状況を四半期ごとに取りまとめ、各期の最終月の

翌月１０日までに報告書を大和市に提出することとし、大和市が各期の最終月の翌月末

日までに発行する納入通知書により、四半期ごとの貸付料を３０日以内に支払うものと

します。 

 

②使用料（許可、行政財産の目的外使用許可） 

使用料の納期限は、契約期間中の年の４月３０日とし、１年分に相当する金額を一括で

納入していただきます。 

 

３）販売する品目 

指定する販売内容のほかに、アルコール類の販売は行わないこと。 

なお、商品の具体的な構成については、大和市と協議のうえ、施設利用者等のニーズに合

わせて決定すること。 

 

４）必要経費 

① 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等は全て設置事業者の負担とし、

その方法については大和市の指示に従っていただきます。 

また、屋外に設置する物件で、従前の自動販売機が撤去されると同時に電源自体も撤

  ５．自動販売機の設置条件 
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去される場合は、電源工事を落札者の負担とします。 

② 自動販売機の定格電力消費量に応じて定めた電気使用料決定通知書に記載された電

気使用料を大和市が指定する期限までに全額納入してください（２９ページを参照。 

ただし、自動販売機を屋外に設置する場合で、電力の使用を電力会社等と直接契約し、

支払う場合は除きます。）。 

なお、電気使用料決定通知に記載される電気使用料は、電気料金の変動により年度ご

とに異なる場合があります。 

 

５）設置機器の仕様 

設置する自動販売機の機器については、次に掲げる条件を満たしたものとします。 

① 学習省エネ機能、部分冷却加温システム、ヒートポンプ機能、ピークカット機能、照

明の自動点滅・減光機能等の省エネルギー機能を搭載し、ノンフロン対応等環境に十

分配慮したものであること。 

② 新旧５００円硬貨及び新旧１０００円紙幣が使用できること。また、キャッシュレス

決済が利用できること。 

③ 日本産業規格の据付基準及び（一）全国清涼飲料連合会の自動販売機据付規準を遵守

し、転倒防止措置を行うこと。 

 

６）設置および利用上の制限 

契約期間中は、次の事項を遵守してください。 

① 入札条件を遵守し、貸付料又は使用料及び電気使用料を期限までに確実に納付するこ

と。 

② 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡し、又は転借してはならない。 

③ 販売品の搬入及び廃棄物の搬出に関する時間及び経路について、設置場所の施設管理

者と協議をして協定等を締結すること。 

④ 販売品目、自動販売機の寸法、色、広告及び災害対応については、各物件の指定を遵

守すること（なお、販売品目に関して「ビン・カン・ペット・パック」と表現されて

いる部分は、ビン、カン、ペットボトル又はパックのいずれかで構成してくださいと

いう意味で、必ず４種類をそろえるという意味ではありません。 

⑤ 契約上又は許可上の自動販売機を設置するための面積は、本書の寸法制限の面積と回

収ボックスの面積（０．２４㎡）を含めたものとします。 

 

７）維持管理 

契約期間中は、次の事項を遵守してください。 

① 商品補充、金銭管理等の自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。ま

た、商品の賞味期限に十分に注意するとともに、在庫及び補充管理を適切に行うこと。 

② 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボッ

クスを必要数設置し、設置事業者の責任において容器包装リサイクル法（平成７年法

律第１１２号）その他関係法令に基づき、適切に回収及びリサイクルをすること。 
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また、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例（平成２２年大和市条例第１３号）の主

旨を理解し、遵守すること。 

③ 衛生管理及び感染症対策については、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その

他関係法令、業界自主基準等の遵守及び徹底を図るとともに、関係機関等への届出、

検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。 

④ 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置する 

こと。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 

⑤ 自動販売機の故障や問合せについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において

対応すること。また、トラブル時の対処方法について、施設管理者と協議して協定等

を締結すること。 

また、各社各自動販売機に貼付される連絡先のほかに、Ａ５横サイズの、トラブル発生

時の連絡先、当該自動販売機の位置及び管理番号を記載したラベルを貼付してください。 

⑥ 自動販売機設置業者の営業時間外でトラブルが発生した際に備えて、各社１か所以上

の緊急連絡先の登録をしてください。 

⑦ 自動販売機の消費電力等を記載した銘板を、当該自動販売機の正面等の容易に見える

位置に貼付してください。 

 

８）原状回復 

設置事業者は、契約期間が満了し、又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復して

ください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を大和市に請求することがで

きません。 

 

  ６．入札参加申込みの受付 

 

１）申込方法 

申込受付期間  令和８年２月２日（月）から２月１２日（木）まで 

（日曜日及び土曜日並びに休日を除く。） 

午前８時３０分から午後５時まで 

（ただし、正午から午後１時までの間を除く。） 

提出先      大和市役所総務部管財課管財係（市役所４階） 

※郵送やＦＡＸによる受付は行いません。必ず上記に持参して提出してください。 

 

２）提出書類  書類に不備又は不足がある場合、入札参加が出来ません。 

① 入札参加申込書（様式１） 

② 誓約書（様式２） 

※下記⑨に該当し、支店長、営業所長等に委任する場合でも、法人の代表者名で提出して

ください。 

③ 個人の場合は、印鑑登録証明書 

法人の場合は、印鑑証明書（支店等の登録された印鑑で契約を行う場合、法人代表者・

  ６．入札参加申込みの受付 
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支店各１通）  

④ 証明書類（発行日から３か月以内のもの） 

法人の場合  登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

個人の場合  住民票の写し 

⑤ 国税、県民税及び市税の滞納がないことの証明書 

（いずれも発行日から３か月以内、最新年分のものに限る。） 

※法人の場合、国税は納税証明書（その３）、県税は法人事業税及び法人県民税の納税

証明書、市税は法人市民税の納税証明書を指し、法人所在地のものが必要です。 

※個人の場合、国税は納税証明書（その３）、県税は県民税及び個人事業税の納税証明

書、市税は個人市民税の納税証明書が必要です。 

⑥ 入札公告の日から過去３年以内に、自ら管理、運営する自動販売機を設置した実績を証

明する使用許可書または契約書の写し 

⑦ 自動販売機設置の実績を証明する書類 

（任意様式：３年継続していることが分かるもの） 

⑧ 法人の場合、役員名簿一覧（氏名・住所・生年月日の記載のあるもの）（様式３） 

⑨ 法人の場合で支店長、営業所長等に入札及び契約事務の一切を委任する場合は、「入札

契約に関する代理人の委任状」（様式４）を提出してください。 

⑩ 登記事項証明書に支店、営業所等の所在地が記載されていない場合、神奈川県内に支店、

営業所等が所在していることが分かる書類（任意様式） 

※①の様式は、参加を申し込む入札ごとに必要です。また、それ以外の書類等は参加の数に

かかわらず原本１部で構いません。 

※過去３か年以内に大和市において公募入札による自動販売機の設置実績がある場合は、上

記⑥を省略することができます。 

※上記⑧については、大和市暴力団排除条例に基づく調査の範囲内で使用するものです。 

※上記⑨「入札契約に関する代理人の委任状」を提出する場合、代表者欄は届出された法人

代表者の印鑑を押印の上、提出してください。 

※③～⑧、⑩については、前回令和７年１２月２２日及び１２月２３日に実施した令和７年

度公募入札による自動販売機設置に係る一般競争入札に参加しており、内容に変更がない

場合は省略することができます。 

 

  ７．入札による設置事業者の決定 

 

１）提出された書類の審査を行い、必要な資格を満たしている者を設置事業者の選定対象とし、

競争参加資格確認通知書を交付します。 

当該競争参加資格確認通知書の交付後であっても、不正等が判明した場合には入札参加を

取り消します。 

 

 

 

  ７．入札による設置事業者の決定 
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２）入札書を公開の場で開札し、入札対象物件に対し、予定価格以上の額または最低貸付料率

以上で、最高価格または最高の割合の貸付料率で入札を行った者を設置事業者とします。

１回の入札で予定価格または最低貸付料率を上回らない場合は、２回目の入札を行います。

なお、最高価格または最高の割合の貸付料率の入札が２者以上ある場合は、直ちに、くじ

により決定します。 

 

３）入札の日時、場所については、３５ページの一覧表をご覧ください。 

※入札開始時刻に遅れると入札に参加できません。 

※入札参加者以外は、入札会場への入室はできません。１者複数名で来られても、会場に

入室できるのは１名です。 

 

４）入札結果については、落札者名、落札金額及び入札参加者数を大和市ホームページ等で公

表します。 

 

  ８．入札保証金 

 

免 除 

 

  ９．入札金額 

   １）入札貸付料率（行政財産の貸付の場合） 

入札貸付料率はパーセント（小数点第２位まで）で記載してください。入札貸付料率は売上額

に対する希望借受額（消費税額相当額は含まない）の割合です。入札貸付料率は入札番号ごと

に決定し、同じ入札番号内の物件すべてに適用します。 

 

   ２）入札金額（許可及び行政財産の目的外使用許可の場合） 

入札金額は、各物件の１年間の使用料の合計で、消費税及び地方消費税を加算しない金額を記

入してください。 

 １０．入札 

 

１）入札は所定の入札書（様式５-１、５-２）を使用します。入札書を封筒に入れ封印し、入

札番号並びに入札者の住所及び氏名（法人にあっては、所在地、名称及び代表者名）を封

筒に表記しなければなりません（本書２０ページのラベルを切り取って、これに記入し、

封筒に貼付してください。）。 

 

２）入札書にはボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印の上、入

札箱に投函してください。代理人の方が入札される場合、委任状（様式６）が必要となり

ます。鉛筆、シャープペンシル及び消せるボールペン（フリクションボールペン等）は使

用できません。また、代理人の方は本人確認をしますので、免許証等の本人確認資料をお

持ちください。代理人が入札ごとに代わる場合は、その都度、委任状が必要です。 

  ８．入札保証金 

  ９．入札貸付料率および入札金額 

 １０．入 札 
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※入札書及び委任状の委任者押印箇所は、ともに提出する印鑑登録証明書又は印鑑証明書に係

る印鑑を押印の上、提出してください。また、委任状の代理人の住所は個人の住所を記入し

てください。 

 

３）脱字又は誤字を加除訂正した場合には、その箇所又は付近に押印してください。なお、入

札金額、入札貸付料率の訂正は出来ませんのでご注意ください。 

 

４）入札金額、入札貸付料率はアラビア数字を使用し、入札金額は円未満、入札貸付料率は小

数点第２位未満の端数は記入しないでください。 

 

５）入札者は、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 

 

６）前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

ア 一般競争入札参加申込書及び誓約書を提出していない者のした入札 

イ 入札参加者の資格を有しない者（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の４の規定に該当する者）のした入札 

ウ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札 

エ 入札に際し、不正行為があった入札 

オ 同一事項の入札に対し、二以上の意思表示をした入札 

カ 入札書の入札金額、入札貸付料率、氏名（法人にあっては名称及び代表者名）の確認

しがたいもの、入札押印のないもの、鉛筆書きのもの、その他主要な事項が確認でき

ないもの 

キ 入札書の入札金額、入札貸付料率の表示を訂正したもの 

ク 入札書の入札金額、入札貸付料率が予定価格、予定貸付率に達しないもの 

ケ 虚偽の事実を記載した者のした入札 

コ 担当職員の指示に従わなかった者の入札 

 

７）入札者が１者の場合も入札を実施します。 

 

 １１．入札の中止 

 

不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があると

きは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがあります。 

 

 １２．契約の締結または 

 

申請書の提出期限 令和８年３月６日（金） 

※上記までに提出がない場合は落札者としての資格が取り消されます。 

 

 １１．入札の中止 

 １２．許可の決定通知又は契約の締結 
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１）都市公園に自動販売機を設置する場合の落札者は、許可申請書の提出をしていただき、こ

れに対して、市から公園施設設置等決定通知書を交付します。 

 

２）都市公園以外の公園に自動販売機を設置する場合の落札者は、財産使用申請書を提出して

いただき、これに対して、市から財産使用決定通知書を交付します。 

 

３）それ以外の市の公共施設に自動販売機を設置する場合の落札者は、財産借受申出書を提出

して頂いた上で、別紙契約書（様式７）により、契約書を作成するものとします。また、

契約の締結及び履行に関する費用については、全て落札者の負担とします。 

 

 

 

 １３．契約保証金 

 

免 除 

 

 １４．設置事業者の都合による契約解除 

 

設置事業者の都合により契約を解除し、又は許可の取消しの申出をしようとする場合は、解除

又は取消しをする３か月以上前に契約解除申出書又は許可取消申出書を提出してください。こ

の場合の解除又は取消しは、契約又は許可した全ての物件を対象とし、一部の物件の解除又は

取消しはできません。また、このことにより次の事項を課すこととします。 

 

１）当該年度中に支払済みの貸付料又は使用料及び電気使用料は返却しない。 

 

２）契約の解除又は許可の取消しをした当該年度及びその次の年度に実施する自動販売機の

公募入札には参加できないこととする。 

 

３）当該契約（もしくは許可）上の１年分の使用料または当該物件の１年分の売上相当額に落

札貸付料率を乗じて得た金額の違約金を支払うこと。 

※売上相当額：月平均売上金額（税込み）×１２か月 

※行政財産の貸付の場合で設置が１カ月に満たない場合の違約金は自動販売機１台当たり５

０万円とします。 

 

 １．設置事業者の都合による契約解 

 

契約締結日において予定にない貸付物件の閉館、休館、用途変更等があった場合については、

大和市と協議のうえ、対応するものとする。 

 

 １３．契約保証金 

 １４．設置事業者の都合による契約解除 

 １５．その他 
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様式１ 

 

入札参加申込書 
 

令和  年  月  日 

 

大和市長 あて 

 

 

申込人  住所又は所在地 

氏名又は名称 

及び代表者                 

 

 

次の「令和７年度公募入札による自動販売機設置（その２）」に係る一般競争入札に参加したいので、

入札参加を申込みます。 

 

 

入札番号 

（グループ番号） 
設置台数 

  

 

 

 

 

 

 

担当者氏名 

 

電話番号 

 

ＦＡＸ番号 
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様式２ 
 

誓  約  書 
 

令和  年  月  日 

 

大和市長 あて 

 

 

申込人  住所又は所在地 

氏名又は名称 

及び代表者                印 

 

 

大和市が行う「令和７年度公募入札による自動販売機設置（その２）」に係る一般競争入札の参加申

込に当たり、次の事項について、誓約します。 

これらが事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措置について

異議の申立てを行いません。 

 

 

１．現在、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項の各号の規

定に該当しておりません。 

 

２．現在、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て及

び民事再生法（平成１１年法律２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てはされてお

りません。 

  

３．個人の場合 

暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者ではありません。 

法人の場合 

役員が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者ではありません。 

 

４．設置場所の状況、入札案内書の内容等を全て承知のうえ申込みます。 

 

 

  



15 

様式３ 

役 員 名 簿 
大 和 市 ⾧ あて 

       住所又は所在地 
 

                  申請者 氏名又は名称              

   

                    代表者(法人の場合)             

   

 今回、令和７年度公募入札による自動販売機設置に参加するに当たって、下記の役員名簿を提出します。 
また、下記の役員名簿を大和市暴力団排除条例（平成２３年大和市条例第４号）第７条に基づく排除措置の

対象となるか否かについて、神奈川県警察本部に照会することについて異議ありません。 

 
※法人の登記事項証明書に記載されている役員全員について記入してください。 
※氏名の欄には必ずフリガナを記入してください。 
※記入欄が足りない場合はコピー等にて対応してください。 

役職名 （フリガナ） 
氏 名 

生年月日 
（明治Ｍ､大正Ｔ､ 
昭和Ｓ､平成Ｈ） 

性別 住    所 
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様式４ 

 

令和   年   月   日 

 

 

入札契約に関する代理人の委任状 

 

大和市長 あて 

 

所在地                      

 

（委任者）商号又は名称                   

 

代表者氏名                 印  

 

私は、次の者を受任者（入札、契約等にかかる代理人）と定め、「令和７年度公募入札による自動販

売機設置（その２）」にかかる一般競争入札において、大和市長との間に行う下記の権限を委任します。 

 

 

所在地                      

 

（受任者）商号又は名称                   

 

代表者氏名                    

 

 

記 

 

１．入札及び見積りに関すること。 

２．契約の締結及び契約の履行に関すること。 

３．保証金の納付並びに還付請求及び受領に関すること。 

４．代金の納付に関すること。 

５．入札に関する復代理人の選任に関すること。 

６．その他前各号に付帯する一切に関すること。 
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様式５-１                                       回目 

 

入  札  書（許可、目的外使用許可） 
 

令和  年  月  日 

 

大和市長 あて 

 

 

入札者  住所又は所在地 

氏名又は名称 

及び代表者                印 

 

                 代理人                       印 

件名：令和７年度公募入札による自動販売機設置（その２） 

 

入札金額 

 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱  

          円 

 

 

入札番号 

（グループ番号） 
設置台数 

  

 

（注）１．金額の数字はアラビア数字を使用し、頭に「金」又は「￥」を記入すること。 

２．記載する金額は、各物件の１年間の使用料の合計で、消費税を加算しない金額を記入

してください。 

 

 

 

 

 

令和７年度公募入札による自動販売機設置（その２） 
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. 
入札貸付料率 

％ 

様式５-２                                       回目 

 

入  札  書（行政財産の貸付） 
 

令和  年  月  日 

 

大和市長 あて 

 

 

入札者  住所又は所在地 

氏名又は名称 

及び代表者                印 

 

                 代理人                       印 

件名：令和７年度公募入札による自動販売機設置（その２） 

 

 

  

 

 

 

 

入札番号 

（グループ番号） 
設置台数 

  

 

（注）１．自動販売機の売上に対する貸付料率（％で小数点第２位まで）を記載してください。 

２．数字は、１つの枠に 1 字ずつアラビア数字で記入してください。数字の訂正は無効と

します。 

 

 

令和７年度公募入札による自動販売機設置（その２） 
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様式６ 

委 任 状        

 

 

 

大和市長 あて 

 

 

私は、（住所）                （氏名）            印 

 

を代理人と定め次の事項を委任します。 

 

 

 

 

委 任 事 項             

 

１ 「令和７年度公募入札による自動販売機設置（その２）」に係る一般競争入札に関する一切の権限                                        

 

 

上記委任のこと相違ありません。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

（住 所    ）                 

 

委任者（名 称    ）                 

 

（代表者名）              ◯印  
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下の図に必要事項を記入の上、点線部分で切り取り、入札書を入れる封筒に添付してください。 

 

 

入札番号 

（グループ番号） 

入札者の住所氏名 

 

住所又は所在地                         

 

氏名又は名称 

及び代表者名                          

 

令和７年度公募入札による自動販売機設置（その２） 
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様式７ 

公有財産有償貸付契約書（案） 
（令和７年度公募入札による自動販売機設置） 

 

貸付人 大和市（以下「甲」という。）と借受人            （以下「乙」という。）と

は、次の条項により公有財産について借地借家法（平成３年法律第９０号。以下「法」という。）第３

８条の規定に基づく定期建物賃貸借権の設定を目的とした有償契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（貸付物件） 

第２条 貸付物件は、別表１のとおりとする。 

（用途の指定） 

第３条 乙は、貸付物件を、「自動販売機の設置場所」の用途（以下「指定用途」という。）として自ら

使用しなければならない。 

２ 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならな

い。 

３ 乙は、別表１に記載した、自動販売機各物件に対する、販売内容、色、広告の禁止及び災害対応型

の指定を遵守しなければならない。 

（貸付期間） 

第４条 貸付期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

（契約更新等） 

第５条 本契約は、法第３８条の規定に基づき、法第２６条、第２８条及び第２９条第１項並びに民法

（明治２９年法律第８９号）第６０４条の規定は適用されず、前条に規定する期間の満了により終了

し、更新がない。 

２ 甲は、前条に規定する期間満了の１年前から６か月前までの期間（以下「通知期間」という。）に

乙に対し、貸付期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。 

３ 甲は、通知期間満了内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて期間の満

了により本契約が終了する旨の書面による通知を乙にした場合、当該通知日から６か月を経過した日

をもって、本契約は終了する。 

（貸付料） 

第６条 貸付料は、自動販売機の売上金額（取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含めない）に貸

付料率〇〇．〇〇パーセントを乗じて得た金額（小数点第２位未満は切捨て）に別途消費税相当額を加

算した額とする。 

２ この契約締結後、消費税法等の改正等によって消費税等に変動が生じた場合において、甲は、この

契約をなんら変更することなく、契約金額（又は契約単価）に相当額を加減して請求することができ

るものとする。 

（貸付料の支払い） 
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第７条 乙は、前条に定める貸付料を、甲が四半期ごとに発行する納入通知書により、通知日から３０

日以内に甲に支払わなければならない。 

（電気料の支払い） 

第８条 乙は、前条の貸付料のほかに、この契約に基づき設置した自動販売機が使用する電気の使用料

として、自動販売機の定格電力消費量に応じて甲が定める電気使用料決定通知書に記載された電気使

用料を納めなければならない。 

２ 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲（又は甲が指定する管理者）に電気料を支払わなけれ

ばならない。 

（延滞金） 

第９条 乙は、前２条に基づき、甲が定める納入期限までに貸付料及び電気料（以下「貸付料等」とい

う。）を納入しなかったときは、納入期限の翌日から納入した日までの期間に応じて大和市諸収入金

に対する督促及び延滞金徴収条例（昭和３９年大和市条例第３号）に基づき計算した延滞金を甲に支

払わなければならない。 

（充当の順序） 

第１０条 乙が貸付料等及び延滞金を納入すべき場合において、乙が納入した金額が貸付料等及び延滞

金の合計額に満たないときは、延滞金から充当する。 

（契約保証金） 

第１１条 契約保証金は免除する。 

 （契約不適合） 

第１２条 乙は、この契約締結後、貸付物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないものであるこ

とを知った場合であっても第６条に規定する貸付料の減額又は損害賠償等の請求をすることができな

い。 

（維持保全義務） 

第１３条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。 

２ 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を報告しなければなら

ない。 

（維持補修） 

第１４条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。 

２ 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。 

（権利譲渡の禁止） 

第１５条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくは

担保にすることができない。 

（実地調査等） 

第１６条 甲は、貸付物件について随時使用状況及び販売状況を実地に調査し、乙に対し報告又は資料

の提出を求めることができる。 

２ 甲は、乙が提出した報告に疑義があるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告を求め、又は是正

のために必要な措置を講ずることができるものとする。 

３ 乙は、正当な理由がなく報告の提出を怠り、又は実地調査を拒み、若しくは妨げてはならない。 

（違約金） 
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第１７条 乙は、第４条に定める期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、それ

ぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。 

（１）前条に定める義務に違反した場合 

金 [１年分の売上相当額] 円×貸付料率 

１年分の売上相当額：月平均売上金額（税込み）×１２か月 

設置が１カ月に満たない場合の違約金は自動販売機１台当たり５０万円とする。 

（２）第３条及び第１５条に定める義務に違反した場合 

金 [前号に定める違約金の３倍の額] 円 

２ 前項に定める違約金は、第２４条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

（甲による契約の解除） 

第１８条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合

において、乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。 

（１）乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。 

（２）乙が、手形、若しくは小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

（３）乙が、差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てをしたとき。 

（４）乙が、破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、又は申立てをしたとき。 

（５）乙が、甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

（６）乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。 

（７）乙が、主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実

上営業を停止したとき。 

（８）乙が、資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等によ

り、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 

（９）貸付物件及び貸付物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を乙が妨げると認めた

とき。 

（１０）前各号に準ずる事由により、甲が契約をしがたいと認めたとき。 

２ 甲は、国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要と

するときは、この契約を解除することができる。この場合において、乙はこれによって生じた損失の

補償を求めることができる。 

（談合その他不正行為に係る解除） 

第１９条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除すること

ができる。この場合において、乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。 

（１）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１項又は第２項（第８条の２

第１項又は第３項、第１７条の２又は第２０条第１項の規定による命令（以下「排除措置命令」と

いう。）を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙に違反があったとして独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納

付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第６５条又は第６７条による審決
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を行い、当該審決が確定したとき（独占禁止法第７７条第１項の規定により、当該審決の取消しの

訴えが提起されたときを除く。）。 

（４）乙が、公正取引委員会が乙に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁止法第７７条

第１項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の

判決が確定したとき。 

（５）乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６

条の６又は独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

（６）乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法第１９８条の規定による刑が確定し

たとき。 

２ 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のい

ずれかに該当した場合に適用する。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第２０条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものと

し、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。 

（１）法人等（法人、団体又は個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員

及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代

表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）と関係を持ちながら、その組織の

威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められ

るとき。 

（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が、その法人等の経営又は運営に実

質的に関与していると認められるとき。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは

運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 

（４）法人等の役員等又は使用人が暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実

質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に

協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）法人等の役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

（６）法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、こ

れを利用するなどしていると認められるとき。 

（乙の都合による契約の解除） 

第２１条 乙が、自らの都合により契約の解除を希望する場合は、これを希望する日の３か月以上前ま

でに、契約解除申出書を甲に提出しなければならない。また、甲は、契約解除に当たって、乙に対し

て次の事項を課すこととする。 

（１）乙が当該年度中に納付した貸付料等は返還しない。 

（２）契約解除した当該年度及びその次の年度に実施する自動販売機の公募入札に、乙は参加できない。 

（３）甲は、乙に対して、第１７条に定める違約金とは別に、１年間の貸付料に相当する金額の違約金
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を請求する。 

（原状回復） 

第２２条 乙は、第４条に規定する貸付期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、甲の指定

する日までに貸付物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する

必要がないと認めるときは、この限りでない。 

（貸付料の返還） 

第２３条 甲は、第１８条第２項の規定により、この契約が解除されたときは、既納の貸付料等のうち、

乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割計算により返還する。 

（損害賠償等） 

第２４条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲又は第三者に損害を与えたときは、その

損害を賠償しなければならない。 

（有益費の請求権の放棄） 

第２５条 乙は、第４条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第１８条（第２項を除く。）から第

２１条までの規定により契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた有益費、必要費その他の

費用があってもこれを甲に請求することができない。 

（契約の費用） 

第２６条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、全て乙の負担とする。 

（貸付物件の閉館、休館、用途変更等） 

第２７条 契約締結日において予定にない貸付物件の閉館、休館、用途変更等があった場合の対応につ

いては、甲、乙協議のうえ、これを定めるものとする。 

（疑義等の決定） 

第２８条 この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第２９条 この契約に関する訴の管轄は、大和市の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所とする。 

 

この契約を証するため、本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 

 

令和 年  月  日 

 

甲     住 所   大和市下鶴間一丁目１番１号 

名 称   大和市 

氏 名   大和市長  古谷田  力  印 

 

 

乙     住 所    

名 称    

氏 名                       印 
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（別表１） 

 

番号 設置場所 
販売内容、色、広告 

災害対応型の指定 
設置面積 

１    

２    

３    

４    
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仕 様 書 
１．機器設置の条件 

（１）学習省エネ機能、部分冷却加温システム、ヒートポンプ機能、ピークカット機能、照明の自動点

滅・減光機能等の省エネルギー機能を搭載し、ノンフロン対応等環境に配慮したものであること。 

（２）新旧５００円硬貨及び新旧１０００円紙幣が使用できること。また、キャッシュレス決済が利用

できること 

（３）日本産業規格の据付基準及び（一）全国清涼飲料連合会の自動販売機据付規準を遵守し、転倒防

止措置を行うこと。 

２．販売品目の条件 

（１）販売品目は、指定する販売内容の他に、アルコール類の販売は行わないこと。 

なお、商品の具体的な構成については、大和市との協議のうえ、施設利用者等のニーズに合わせ

て決定すること。 

３．維持管理責任 

（１）商品補充、金銭管理などの自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十

分に注意するとともに、在庫、補充管理を適切に行うこと。 

（２）自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要

数設置し、設置事業者の責任において容器包装リサイクル法（平成７年法律第１１２号）及びそ

の他関係法令に基づき、適切に回収、リサイクル、周辺の清掃を行うこと。 

（３）販売品の搬入、廃棄物の搬出時間及び経路については、当該設置場所の管理者と協議し、協定等

の締結を行うこと。 

（４）関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等

を行うこと。また、衛生管理及び感染症対策については、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３

号）及びその他関係法令、業界自主基準などの遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、

検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行うこと。 

（５）自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、

設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 

（６）自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、故障時の連絡先を明記し、乙の責任において対

応すること。 

（７）自動販売機の消費電力等を記載した銘板を自動販売機の正面等の容易に見える位置に貼付するこ

と。 

４．売上状況等の報告 

本件自動販売機の売り上げ状況を売上報告書（様式８）にまとめ、自動販売機１台ごとに月別の売

上報告書を作成の上、四半期最終月の翌月１０日までに提出すること。ただし、（様式８）の内容に

準じたものであれば別の様式を使用することもできる。また売上報告書は Microsoft 社の Excel によ

る電子データで保存し、大和市が求めた場合、当該電子データを提出できること。 

５．その他 

自動販売機設置前に、設置しようとする機器（回収ボックスを含む。）のカタログ及び配置図を提

出すること。
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（様式８）     

売 上 報 告 書 

  仕様書４．売り上げ状況等の報告の規定に基づき、自販機の月間売上を次のとおり報告します。 

  
    

      

令和  年  月  日 
    

      

 大和市役所 管財課 あて 
   

   
自販機販売管理者 

 

   
 （住所） 

  

   
 （会社名） 

  

      

   
 （担当者名） 

 

   
 （電話番号） 

 

（設置場所） 
    

（機種、型式） 
    

      

Ｎｏ 

販 売 年 月 

備  考 単 価 販売数量 売上金額 

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）×（Ｂ） 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

7 
 

   

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

売上金額合計  （Ｃ）   

＜記載上の注意＞     

１．本報告書は、３か月毎にとりまとめ四半期最終月の翌月１０日までに必ず提出して下さい。 

2．本報告書は、自販機１台ごとに月別の売上状況を商品別に記載して下さい。  

3．本報告書は、電子データとして保存し、大和市が求めた場合に電子データで提出して下さい。 





1 2 3 4 5 6 7 対象台数

1
行政財産の

貸付
消防署
南分署Ａ

市役所本庁舎
正面外

中部浄化
センター１階

** 3

2
行政財産の

貸付
市役所本庁舎
車庫棟

市役所本庁舎
地下A

消防本部
消防署本署C

消防署
北分署Ｂ

** 4

1 2 3 4 5 6 7 対象台数

3
目的外使用

許可
草柳庭球場 ** ** ** ** ** ** 1

1 2 3 4 5 6 7 対象台数

4
目的外使用

許可

泉の森
ふれあい
キャンプ場Ａ

グリーンアップ
センターＡ

** ** ** ** ** 2

5 許可
大和

スタジアム
** ** ** ** ** ** 1

1 2 3 4 5 6 7 対象台数

6
行政財産の

貸付
下福田野球場 ** ** ** ** ** ** 1

1 2 3 4 5 6 7 対象台数

7
目的外使用

許可
下福田スポー
ツ広場

** ** ** ** ** ** 1

1 2 3 4 5 6 7 対象台数

8 許可
引地台公園
売店Ｅ

引地台公園
北駐車場Ａ

引地台公園
南駐車場Ｃ

引地台温水
プール２階B
（屋内）

** ** ** 4

1 2 3 4 5 6 7 対象台数

9
行政財産の

貸付

市民活動拠点
ベテルギウス

１階市民活動センター
窓口隣A

** ** ** ** ** ** 1

10
行政財産の

貸付

市民活動拠点
ベテルギウス
北館１階入口横

** ** ** ** ** ** 1

1 2 3 4 5 6 7 対象台数

11
行政財産の

貸付
つきみ野
学習センター

** ** ** ** ** ** 1

1 2 3 4 5 6 7 対象台数

12
行政財産の

貸付
大和市郷土
民家園

下鶴間
ふるさと館

** ** ** ** ** 2

全対象台数 22台

※グループ番号は、そのまま入札番号となります

・・・販売内容指定が「ビン・カン・ペット」

・・・販売内容指定が「カン・ペット」

無印は全て「ビン・カン・ペット・パック」

グループ
許可等の形

態
物　　件

自動販売機設置場所

グループ
許可等の形

態
物　　件

グループ
許可等の形

態
物　　件

グループ
許可等の形

態
物　　件

 グループ
許可等の形

態
物　　件

 グループ
許可等の形

態
物　　件

グループ
許可等の形

態
物　　件

 グループ
許可等の形

態

物　　件

 グループ
許可等の形

態
物　　件

30

大和市役所 総務部 管財課 管財係



　許可等の主管課

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　許可等の主管課

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

× 80 × 200 指定なし 消防本部　消防総務課

物　件

1

大和市消防署　南分署
入口　Ａ

指定なし ビン・カン・ペット・パック

116

物　件

2

大和市役所　本庁舎
正面外

非常用バッテリー搭載型の
災害対応型

ビン・カン・ペット・パック

150

グループ

2

× 200 指定なし

総務部　管財課

    各物件の条件等

グループ

1 総務部　管財課

中部浄化センター業務委託受注者

指定なし 総務部　管財課

物　件

3

大和市水質管理センター　中部浄化センター

１階　入口
指定なし ビン・カン・ペット・パック

120 × 80

× 80 × 200

　許可等及び契約の形態

地方自治法第２３８条の４第２項第４号に基づく「行政財産の貸付」
貸付期間　５年間

　許可等及び契約の形態

物　件

1

大和市役所　本庁舎
車庫棟　裏側入口内

指定なし ビン・カン・ペット・パック

100 × 80 ×

80 × 200 指定なし 総務部　管財課

物　件

200 指定なし 総務部　管財課

物　件

2

大和市役所　本庁舎　地下１階　A
非常用バッテリー搭載型の

災害対応型
ビン・カン・ペット・パック

100 ×

200 指定なし 消防本部　消防総務課

消防本部　消防総務課

物　件

4

大和市消防署　北分署
１階廊下Ｂ 指定なし ビン・カン・ペット・パック

90 × 80 ×

3

大和市消防本部　消防署本署
Ｃ　入口裏

指定なし ビン・カン・ペット・パック

120 × 80 × 200 指定なし

地方自治法第２３８条の４第２項第４号に基づく「行政財産の貸付」
貸付期間　５年間
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　許可等の主管課

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　許可等の主管課

　設置場所 　災害型対応指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　設置場所 　災害型対応指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　許可等の主管課

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

3 健幸・スポーツ部　スポーツ×ライフ課

物　件

1

大和市営草柳庭球場 指定なし ビン・カン・ペット・パック

120

    各物件の条件等

グループ

グループ 　許可等及び契約の形態

地方自治法第２３８条の４第７項に基づく
「行政財産の目的外使用許可」

許可期間　１年（ただし、５年間の範囲で更新可能）

× 80 × 200 指定なし 指定管理者

× 80 × 200 指定なし 環境共生部　みどり公園課

4 環境共生部　みどり公園課

物　件

1

大和市泉の森ふれあいキャンプ場
Ａ（泉の森内）

指定なし ビン・カン・ペット・パック

120

グループ

5

　許可等及び契約の形態

都市公園法第５条第１項に基づく「許可」
許可期間１年（ただし、５年間の範囲で更新可能）

× 200 指定なし 環境共生部　みどり公園課

物　件

2

大和市グリーンアップセンター
Ａ（ふれあいの森内）

指定なし ビン・カン・ペット・パック

120 × 80

健幸・スポーツ部　スポーツ×ライフ課

物　件

1

大和スタジアム 指定なし ビン・カン・ペット・パック

88 × 80 × 200 指定なし
健幸・スポーツ部

スポーツ×ライフ課

　許可等及び契約の形態

地方自治法第２３８条の４第７項に基づく
「行政財産の目的外使用許可」

許可期間　１年（ただし、５年間の範囲で更新可能）
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　許可等の主管課

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　許可等の主管課

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　許可等の主管課

　設置場所 　災害型対応指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　設置場所 　災害型対応指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　設置場所 　災害型対応指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　設置場所 　災害型対応指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

※ ８グループ物件No.１、No.２及び物件No.３につきましては公園の安全管理上、
　 ビンの取り扱いはご遠慮ください。

    各物件の条件等

グループ

8 環境共生部　みどり公園課

　許可等及び契約の形態

物　件

1

引地台公園
売店　Ｅ

非常用バッテリー搭載型の
災害対応型

※カン・ペット

120 × 80 × 200

グループ

都市公園法第５条第１項に基づく「許可」
許可期間１年（ただし、５年間の範囲で更新可能）

指定管理者

6 健幸・スポーツ部　スポーツ×ライフ課

物　件

1

物　件

2

引地台公園
北駐車場　Ａ

指定なし ※カン・ペット

120 × 80

× 80 × 200 うすみどり　広告禁止 環境共生部　みどり公園課

× 200 うすみどり　広告禁止 環境共生部　みどり公園課

物　件

3

引地台公園
南駐車場　Ｃ

うすみどり 環境共生部　みどり公園課

物　件

4

引地台温水プール２階B（屋内） 対応指定 ビン・カン・ペット・パック

80 × 80 × 200

指定なし ※カン・ペット

120

うすみどり　広告禁止

　許可等及び契約の形態

地方自治法第２３８条の４第２項第４号に基づく「行政財産の貸付」
貸付期間　５年間

　許可等及び契約の形態

環境共生部　みどり公園課

ビン・カン・ペット・パック

120 × 80 ×

大和市　下福田野球場 指定なし ビン・カン・ペット・パック

120

200 指定なし 指定管理者

グループ

7

× 80 × 200 指定なし

物　件

1

大和市　下福田スポーツ広場 指定なし

地方自治法第２３８条の４第７項に基づく
「行政財産の目的外使用許可」

許可期間　１年（ただし、５年間の範囲で更新可能）
健幸・スポーツ部　スポーツ×ライフ課
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　許可等の主管課

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　許可等の主管課

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　許可等の主管課

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　許可等の主管課

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

　設置場所 　災害対応型指定 　販売内容指定

　寸法制限（幅×奥行×高さ）　単位：ｃｍ 　色指定 　電気料金支払先

    各物件の条件等

200

グループ

9 こども部　こども青少年みらい課

　許可等及び契約の形態

地方自治法第２３８条の４第２項第４号に基づく「行政財産の貸付」
貸付期間　５年間

物　件

2

大和市下鶴間ふるさと館 指定なし カン・ペット

120 × 80

物　件

1

大和市郷土民家園
管理事務室前

指定なし カン・ペット

120 × 80 × 200 指定なし 指定管理者

指定なし 指定管理者

健幸・スポーツ部
文化振興課

大和市つきみ野学習センター 指定なし ビン・カン・ペット

120 × 80 × 200

地方自治法第２３８条の４第２項第４号に基づく「行政財産の貸付」
貸付期間　５年間

× 200 指定なし
健幸・スポーツ部

文化振興課

グループ

12

物　件

1

グループ

11
健幸・スポーツ部
図書・学び交流課

200 指定なし こども部　こども青少年みらい課

1

市民活動拠点　ベテルギウス北館
１階　入口横  A

指定なし ビン・カン・ペット・パック

90 × 80

10

　許可等及び契約の形態

×

　許可等及び契約の形態

地方自治法第２３８条の４第２項第４号に基づく「行政財産の貸付」
貸付期間　５年間

　許可等及び契約の形態

地方自治法第２３８条の４第２項第４号に基づく「行政財産の貸付」
貸付期間　５年間

グループ

こども部　こども青少年みらい課

物　件

指定なし こども部　こども青少年みらい課

物　件

1

市民活動拠点　ベテルギウス
１階　市民活動センター窓口隣  A

指定なし ビン・カン・ペット・パック

120 × 80 ×
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公募入札による自動販売機設置 入札実施の日程 
入札を以下の日程・場所で実施します。 

入札番号 日付 時間 場所 

1 

２月２４日（火） 

9:00 

第 1 分庁舎第４会議
室 

2 9:15 
3 9:30 
4 9:45 
5 10:00 
６ 10:15 
７ 10:30 
８ 10:45 
９ 11:00 

１０ 11:15 
１１ 11:30 
１２ 11:45 
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公募入札による自動販売機設置 入札会場 案内図 

 

 

 

 

 

 

 

大和市役所 総務部 管財課 管財担当 

大和市役所 第 1 分庁舎 3 階 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

・２月２４日（火） 

第４会議室 



施設名 所在地 連絡先 備　　考

大和市役所　本庁舎 下鶴間1-1-1 046-260-5311 管財課

大和市消防本部　消防署本署 深見西4-4-6

大和市消防署　北分署 中央林間7-2-1

大和市消防署　南分署 上和田2771-12

大和市水質管理センター
中部浄化センター

深見3811 046-260-5786

大和市下鶴間ふるさと館 下鶴間2359-5 046-260-5225 文化振興課

大和市郷土民家園（指定管理者施設） 上草柳629-1 046-260-5225 文化振興課

大和市引地台温水プール
（指定管理者施設） 046-260-5798

引地台公園（指定管理者施設） 046-260-5798

大和スタジアム（指定管理者施設） 046-261-6200 スポーツセンター

泉の森（管理委託施設） 上草柳1728 046-264-6633 自然観察センター

ふれあいの森（管理委託施設） 下草柳552-1 046-263-8711 グリーンアップセンター

大和市営草柳庭球場（指定管理者施設） 下草柳1157 046-261-6200 スポーツセンター

大和市つきみ野学習センター
（指定管理者施設）

つきみ野5-3-5 046-275-0088

市民活動拠点ベテルギウス 深見西1-2-17

市民活動拠点ベテルギウス北館 深見西1-3-17

下福田野球場（指定管理者施設） 福田89 046-261-6200 スポーツセンター

下福田スポーツ広場（指定管理者施設） 福田字三ノ区310 046-261-6200 スポーツセンター

※施設に関する問い合わせは上記連絡先のとおりとなります。

自動販売機設置施設一覧

046-260-5776 消防本部警防課

柳橋4-5000

046-260-5224 こども青少年みらい課

37 大和市役所 総務部 管財課 管財係 
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公募入札による自動販売機設置 
各施設の状況（売上を見込むための資料） 

◎１．大和市役所 本庁舎 
＊職員数  約７６０人 
＊来庁者数 約１０００人から１５００人（１日あたり） 
＊開庁時間 ８時３０分～１７時００分 
＊閉庁日 土曜・日曜・祝祭日・年末年始 
※土日に関しての開庁は大和市日曜日及び土曜日における市役所窓口の一部開庁の実施に関する要

綱による。 
＊今回の設置の他に、既存の自販機が２台ある。 

（会議室棟入口 1 台、保険年金課前１台） 
＊参考リンク: 
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/26/shinoshokai/chosha_shisetsuannai/7200.html  

 
 
◎２．大和市消防本部 消防署本署 

＊職員数 約１２０人 
このうち約４０人については、市役所の基本的な勤務時間・開庁日と同様であるが、 
その他約８０人の職員については、２４時間、２交代制で詰めている。 

＊参考リンク: 
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/51/index.html 
 

 
 
◎３．大和市消防署 北分署 

＊職員数 約４０人 
これらの職員（分署⾧１名以外）については、２４時間、２交代制で詰めている。 

＊参考リンク: 
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/53/shobososhikitotorikumi/shobochosha/7181.html 

 
 
◎４．大和市消防署 南分署 

＊職員数 約４０人 
これらの職員（分署⾧１名以外）については、２４時間、２交代制で詰めている。 

＊参考リンク: 
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/53/shobososhikitotorikumi/shobochosha/7177.html 
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◎５．大和市水質管理センター 中部浄化センター 
＊職員数 約３０人（市職員と下水処理に携わる業務委託職員） 
＊勤務時間・閉庁日等は、市役所と同様。ただし下水処理に携わる人員については、年中無休で勤

務。 
＊参考リンク: 
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/62/gesuido/suishitsukanricenter/6990.html  

 
 
◎６．大和市下鶴間ふるさと館 

＊市指定重要文化財 
＊施設の利用者数 約４，５００人（R６年度、年間実績） 
＊施設利用時間  １０時から１６時 
＊閉館日     月曜日・火曜日（祝日の場合は開館）、 

祝日の翌日（土・日・祝日を除く）、年末年始 
＊参考リンク: 
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/bunka_sports/bunka_geijutsu/rekishi_bunkazai/shimotsurumafurusatokan/11836.html 

 
 
◎７．大和市郷土民家園 

 ＊市指定重要有形文化財の古民家 2 棟を移築復原した公開施設 
＊泉の森敷地内にあり。 
＊園内施設の利用者数 ３０，９０３人（R６年度年間実績） 
＊園内施設利用時間  ９時から１６時まで（7/21～8/31 は９時から１７時まで） 
＊閉館日       月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始（12/29～1/3） 

指定管理者と協議の上で、施設維持管理のため、夏季期間（6～10 月）に 
最大 20 日程度の臨時休園日を設ける可能性があります 

＊参考リンク: 
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/2017/rekishi_bunkazai/kyodominkaen/4094.html 

 
 
◎８．大和市引地台温水プール・指定管理施設 

＊施設の利用者数 約１６０，０００人（R６年度、年間実績） 
＊施設利用時間  １０時から２０時 
＊閉館日     毎週月曜日（月曜日が祝日または振替休日の場合はその翌日）、 

年末年始 （夏休み期間中は無休） 
＊参考リンク:http://www.yamato-zaidan.or.jp/hop  
＊施設保守点検のため毎年１１月頃休館しています。 
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◎９．引地台公園・指定管理施設 
＊約１０万㎡の大規模な大和市を代表する都市公園である。 

敷地内に引地台温水プール、大和スタジアムがあり、他に野外音楽堂等の施設あり。 
＊この公園は、常時開放しているため、来園者の統計は無い。 
＊参考リンク:http://www.yamato-zaidan.or.jp/hikichidaipark  
＊令和９年度～令和１０年度（２か年）にかけて園路やトイレ等の改修工事を予定している。 

 
 
◎１０．大和スタジアム・指定管理施設 

＊施設の利用者数 約７２，０００人（R６年度、年間実績） 
＊施設利用時間  ９時から２１時 
＊開場期間    １月４日～12 月 28 日（ただし月曜は休場） 
＊参考リンク:https://www.yamato-zaidan.or.jp/z_new/zaidan_hikichidai.php 

 
 
◎１１．泉の森・管理委託施設 

＊約４２万㎡の緑地であり、来場者も多数であるが、統計は無い。 
＊敷地内に自然観察センター、キャンプ場あり。 
＊キャンプ場の利用者数 約８，５００人（R6 年度、年間実績） 
＊参考リンク:http://www.yamato-zaidan.or.jp/izumi  

 
 
◎１２．ふれあいの森・管理委託施設 

＊約１０万㎡の緑地であり、来場者も多数であるが、統計は無い。 
＊敷地内にグリーンアップセンターあり。 
＊ふれあいの森草柳広場はふれあいの森スカイ広場（スケートボードやバスケ、ドックランができ

る広場）に隣接する約 0.6ha の都市緑地。園地は年中無休、午前９時から午後５時（6/1～9/30
は午後６時まで）※利用者による自販機利用可能時間も同じ（施錠するため） 

＊参考リンク:http://www.yamato-zaidan.or.jp/fureai  
 
 
◎１３．大和市営草柳庭球場・指定管理施設 

＊施設の利用者数 約５１，０００人（R６年度、年間実績） 
＊施設利用時間  ９時から２１時 
＊開場期間    1 月 4 日～12 月 28 日 
＊参考リンク: 
https://www.yamato-zaidan.or.jp/z_new/zaidan_sonota_facility.html?id=souyagi_t  
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◎１４．大和市つきみ野学習センター・指定管理施設 
＊施設の利用者数 ２８３，９３８人（R６年度、年間実績） 
＊施設利用時間  ９時から２１時３０分 
＊休館日     １２月２９日から１月３日 
＊参考リンク:https://www.yamato-future.jp/tsukimino/ 

 
 
◎１５．市民活動拠点ベテルギウス 

＊職 員 数 約６８人（市職員、市民活動センター職員、シルバー人材センター職員） 
＊来館者数 約３５０人（１日あたり） 
＊開館時間 ９時から２１時 
＊休 館 日  第３月曜日、年末年始 
＊参考リンク:https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/6/sisetsu/23975.html 

 
 
◎１６．市民活動拠点ベテルギウス 北館 

＊職 員 数 約３０人（大和スポーツ・よか・みどり財団職員、大和市国際化協会の職員） 
＊来館者数 約４０人（１日あたり） 
＊開館時間 ８時３０分から１７時１５分（火曜日・木曜日のみ２０時１５分） 
＊休 館 日 日曜日、年末年始 

 
 
◎１７．下福田野球場・指定管理施設 

＊施設の利用者数 約１２，０００人（R４・５年度平均、年間実績） 
＊施設利用時間  ９時から１７時（6/15～9/15 までは９時から１８時） 
＊開場期間    １月４日～１２月２８日 
＊参考リンク:https://www.yamatozaidan.or.jp/z_new/zaidan_sonota_facility.html#shimohukuda_y  

 
 
◎１８．下福田スポーツ広場・指定管理施設 

＊施設の利用者数 約２０，０００人（R６年度、年間実績） 
＊施設利用時間  ９時から１７時（6/15～9/15 までは９時から１８時） 
＊開場期間    １月４日～１２月２８日 
＊参考リンク:https://www.yamato-zaidan.or.jp/z_new/zaidan_sonota_facility.html#shimohukuda_h  

 
 
 
 

 



設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
本庁舎１階入口脇 21,365 ¥3,139,120 ビン・カン・ペット・パック
本庁舎　地下１階Ａ 4,036 ¥609,130 ビン・カン・ペット・パック
本庁舎　地下１階B 2,747 ¥426,280 ビン・カン・ペット・パック
本庁舎車庫棟 裏側入口内 1,963 ¥277,380 ビン・カン・ペット・パック
本庁舎　地下１階C 4,353 ¥658,820 ビン・カン・ペット・パック
本庁舎　正面外 5,561 ¥809,710 ビン・カン・ペット・パック
本庁舎　地下１階 D 3,855 ¥522,230 ビン・カン・ペット・パック
本庁舎４階 27,459 ¥4,136,780 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
第１分庁舎 1,074 ¥157,100 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
北部浄化センター  ２階 廊下Ａ 1,348 ¥198,500 ビン・カン・ペット・パック
北部浄化センター　２階廊下Ｂ 1,151 ¥173,510 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
中部浄化センター１階 入口Ａ 1,247 ¥182,440 ビン・カン・ペット・パック
中部浄化センター１階 入口B 985 ¥150,880 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
消防署本署 １階食堂内Ａ 3,325 ¥507,600 ビン・カン・ペット・パック
消防署本署 １階食堂内Ｂ 2,102 ¥321,130 ビン・カン・ペット・パック
消防署本署 入口裏Ｃ 7,446 ¥1,127,120 ビン・カン・ペット・パック
消防署本署 入口裏D 5,527 ¥885,760 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
消防署北分署 １階廊下Ａ 2,179 ¥307,890 ビン・カン・ペット・パック
消防署北分署 １階廊下Ｂ 3,805 ¥574,160 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
消防署南分署 入口Ａ 3,824 ¥588,640 ビン・カン・ペット・パック
消防署南分署 入口B 3,999 ¥589,660 ビン・カン・ペット・パック

北部浄化センター

令和６年度自動販売機売上実績

大和市役所本庁舎

令和７年度の入札では地下の台数が４台から２台になり、２階エレベーターホールに新規で１台追
加。

大和市役所第１分庁舎

中部浄化センター

令和７年度の入札では１階の設置が２台から１台になります。

大和市消防本部　消防署本署

令和７年度の入札では１階食堂内の設置が２台から１台になります。

大和市消防署　北分署

大和市消防署　南分署
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設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
消防署西出張所 裏口 1,452 ¥209,510 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
消防署柳橋出張所　北側外 3,388 ¥501,600 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
環境管理センター ３階Ａ 282 ¥47,170 ビン・カン・ペット・パック
環境管理センター ３階B 676 ¥110,670 ビン・カン・ペット・パック
環境管理センター １階階段横 2,115 ¥304,480 ビン・カン・ペット・パック
環境管理センター３階 C 609 ¥87,430 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
リサイクル未来館外 963 ¥144,140 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
保健福祉センター別館 ２階A 758 ¥111,070 ビン・カン・ペット・パック
保健福祉センター別館 ２階Ｂ 1,254 ¥182,690 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
下鶴間ふるさと館 737 ¥114,500 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
大和スポーツセンター 体育館入口A 9,563 ¥1,401,650 ビン・カン・ペット・パック
大和スポーツセンター２階 ジム横Ａ 4,346 ¥680,530 ビン・カン・ペット・パック
大和スポーツセンター１階 体育館Ｃ 8,816 ¥1,242,640 ビン・カン・ペット・パック
大和スポーツセンター 体育館入口B 8,588 ¥1,157,580 ビン・カン・ペット・パック
大和スポーツセンター２階 ジム横B 6,699 ¥875,920 ビン・カン・ペット・パック
大和スポーツセンター競技場スタンド下A 8,867 ¥1,284,530 ビン・カン・ペット・パック
大和スポーツセンター 体育館入口C 5,703 ¥887,280 ビン・カン・ペット・パック
大和スポーツセンター２階 ジム横C 5,580 ¥825,810 ビン・カン・ペット・パック
大和スポーツセンター１階 体育館B 4,378 ¥642,590 ビン・カン・ペット・パック
大和スポーツセンター 体育館入口D 5,705 ¥857,320 ビン・カン・ペット・パック
大和スポーツセンター１階 体育館A 4,199 ¥668,650 ビン・カン・ペット・パック
大和スポーツセンター競技場 スタンド下B 7,742 ¥1,138,820 ビン・カン・ペット・パック

大和市消防署　西出張所

大和市営大和スポーツセンター

大和市消防署　柳橋出張所

大和市環境管理センター

家具類再生展示施設　リサイクル未来館外

リサイクル未来館は令和６年８月３１日で閉館しています。現在は職員の作業場として使用していま
す。

大和市保健福祉センター　別館

令和7年度の入札では、２階の設置が１台になり、１階の外に１台設置。

大和市下鶴間ふるさと館

現在設置している駐車場内から歩道側に移設します。
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設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
引地台温水プール 入口 5,758 ¥821,910 ビン・カン・ペット・パック
引地台温水プール１階A 3,965 ¥576,460 ビン・カン・ペット・パック
引地台温水プール１階C 6,244 ¥917,050 ビン・カン・ペット・パック
引地台温水プール２階A 2,471 ¥357,190 ビン・カン・ペット・パック
引地台温水プール１階B 4,295 ¥668,670 ビン・カン・ペット・パック
引地台温水プール２階B 1,203 ¥184,590 ビン・カン・ペット・パック
引地台温水プール１階D 28,087 ¥5,103,110 アイス
引地台温水プール２階C 11,902 ¥2,175,380 アイス

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
引地台公園 売店A 8,670 ¥1,267,680 カン・ペット
引地台公園 大型専用駐車場 2,411 ¥352,120 カン・ペット
引地台公園 北トイレＡ 4,212 ¥605,000 カン・ペット
引地台公園売店Ｂ 9,260 ¥1,395,150 カン・ペット
引地台公園北駐車場Ｂ 4,520 ¥660,740 カン・ペット
引地台公園北トイレＢ 7,258 ¥1,030,900 カン・ペット
引地台公園売店Ｃ 7,483 ¥1,146,090 カン・ペット
引地台公園北駐車場C 3,884 ¥576,450 カン・ペット
引地台公園南駐車場Ａ 10,829 ¥1,604,630 カン・ペット
引地台公園 売店Ｄ 2,958 ¥428,260 カン・ペット
引地台公園 南駐車場Ｂ 4,811 ¥690,930 カン・ペット
引地台公園 売店Ｅ 2,476 ¥344,500 カン・ペット
引地台公園 北駐車場A 2,567 ¥391,650 カン・ペット
引地台公園 南駐車場Ｃ 4,034 ¥581,190 カン・ペット
引地台公園売店Ｆ 13,738 ¥2,484,490 アイス

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
大和スタジアムスタンド下A 3,500 ¥552,910 ビン・カン・ペット・パック
大和スタジアムスタンド下Ｂ 3,375 ¥515,670 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
つきみ野１号公園A 3,377 ¥490,040 ビン・カン・ペット・パック
つきみ野１号公園Ｂ 2,123 ¥318,020 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
宮久保公園Ａ 2,963 ¥436,950 ビン・カン・ペット・パック
宮久保公園Ｂ 2,958 ¥452,330 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
泉の森売店 Ａ 2,744 ¥387,190 ビン・カン・ペット・パック
泉の森売店 B 3,754 ¥554,250 ビン・カン・ペット・パック
泉の森 売店 Ｃ 4,241 ¥608,230 ビン・カン・ペット・パック
自然観察センターA 2,984 ¥437,370 ビン・カン・ペット・パック
自然観察センターB 1,507 ¥224,750 ビン・カン・ペット・パック
泉の森 ふれあいキャンプ場 Ａ 1,360 ¥201,060 ビン・カン・ペット・パック
泉の森 ふれあいキャンプ場 B 1,043 ¥153,550 ビン・カン・ペット・パック
泉の森売店Ｄ 7,186 ¥1,313,300 アイス

大和市引地台温水プール

引地台公園

令和７年度の入札では、大型専用駐車場に設置が無くなります。

大和スタジアム

令和７年度の入札では、設置が２台から１台になります。

つきみ野１号公園

宮久保公園

泉の森

令和７年度の入札では、泉の森ふれあいキャンプ場の設置が２台から１台になります。
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設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
ふれあいの森売店 Ａ 4,212 ¥619,770 ビン・カン・ペット・パック
ふれあいの森売店 B 4,511 ¥672,160 ビン・カン・ペット・パック
ふれあいの森売店 Ｃ 3,772 ¥559,110 ビン・カン・ペット・パック
グリーンアップセンターA 1,124 ¥170,000 ビン・カン・ペット・パック
グリーンアップセンターB 1,491 ¥216,240 ビン・カン・ペット・パック
ふれあいの森 トイレ 2,594 ¥383,290 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
大和ゆとりの森 仲良しプラザＡ 5,482 ¥805,810 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森 仲良しプラザＢ 6,750 ¥975,470 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森 わんぱく広場Ａ 18,529 ¥2,664,140 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森 スタンドサイドトイレＡ 6,368 ¥908,620 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森仲良しプラザＣ 8,286 ¥1,259,230 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森わんぱく広場Ｂ 8,655 ¥1,393,070 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森わんぱく広場Ｃ 13,692 ¥1,951,430 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森スタンドサイドトイレＢ 6,712 ¥968,460 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森スポーツハウス 6,839 ¥993,040 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森仲良しプラザＤ 9,235 ¥1,357,190 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森わんぱく広場Ｄ 12,460 ¥1,901,010 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森仲良しプラザＥ 18,036 ¥3,242,590 アイス
大和ゆとりの森わんぱく広場Ｅ 35,506 ¥6,397,120 アイス
大和ゆとりの森仲良しプラザＦ（引地川公園2） - ¥774,230 菓子
大和ゆとりの森わんぱく広場Ｆ（引地川公園1） - ¥293,030 菓子
大和ゆとりの森スポーツ広場C 4,847 ¥777,480 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森スポーツ広場D 7,280 ¥971,160 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森軽スポーツ広場休憩所A 2,591 ¥382,900 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森軽スポーツ広場休憩所B 3,309 ¥461,650 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森軽スポーツ広場休憩所E 3,295 ¥470,210 ビン・カン・ペット・パック
大和ゆとりの森軽スポーツ広場休憩所F 8,359 ¥1,500,580 アイス

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
草柳庭球場 A 3,507 ¥497,590 ビン・カン・ペット・パック
草柳庭球場 Ｂ 2,120 ¥319,120 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
つきみ野学習センター 3,703 ¥540,930 ビン・カン・ペット

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
ベテルギウス1階 市民活動センター窓口隣A 3,765 ¥553,130 ビン・カン・ペット・パック
ベテルギウス1階 市民活動センター窓口隣B 2,533 ¥381,630 ビン・カン・ペット

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
ベテルギウス北館1階 入口横A 747 ¥109,760 ビン・カン・ペット・パック
ベテルギウス北館1階 入口横B 449 ¥70,660 ビン・カン・ペット・パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
やまと公園 24,566 ¥3,563,630 ビン・カン・ペット・パック

市民活動拠点ベテルギウス本館

ふれあいの森

令和７年度の入札では、ふれあいの森草柳広場に新規で1台追加。グリーンアップセンターの設置
が２台から１台になります。

大和ゆとりの森

大和市営草柳庭球場

令和７年度の入札では、設置が２台から１台になります。

大和つきみ野学習センター

令和７年度の入札では、設置が２台から１台になります。

市民活動拠点ベテルギウス北館

令和７年度の入札では、設置が２台から１台になります。

やまと公園休憩所
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設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
シリウス６階 25,869 ¥3,940,860 カン・ペット
シリウス６階 7,801 ¥909,460 紙パック

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
ポラリス１階 29,174 ¥4,283,630 ビン・カン・ペット
ポラリス１階 11,401 ¥1,352,030 紙パック
ポラリス２階 4,556 ¥667,680 ビン・カン・ペット

設置場所 売上本数 売上金額 販売内容指定
やまと防災パーク（東側） 7,098 ¥1,074,080 ビン・カン・ペット・パック
やまと防災パーク（中央） 5,434 ¥821,570 ビン・カン・ペット・パック
やまと防災パーク（西側） 9,156 ¥1,352,610 ビン・カン・ペット・パック

大和市文化創造拠点シリウス

大和市北部文化・スポーツ・子育てセンター

やまと防災パーク

※現在設置されている自動販売機の売上になります。今回の入札では自動販売機の設置数、設置
場所、販売内容等に変更がありますのでご注意ください。
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

 

大和市役所 本庁舎 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

 

大和市水質管理センター 中部浄化センター 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

 

大和市消防本部 消防署本署 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

 

大和市消防署 北分署 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

 

大和市消防署 南分署 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

大和市下鶴間ふるさと館 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

大和市郷土民家園 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

引地台公園・大和市引地台温水プール 

大和スタジアム 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

泉の森 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

 

ふれあいの森 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

 

大和市営草柳庭球場 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大和市役所 総務部 管財課 管財係 

大和市つきみ野学習センター 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動拠点ベテルギウス本館 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動拠点ベテルギウス北館 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下福田野球場 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 
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公募入札による自動販売機の設置案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下福田スポーツ広場 

大和市役所 総務部 管財課 管財係 


